
  
        
       
        



   
   

  
    

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 

  

 

 

  



 

  
 

 

 
 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 



 

 
 

 

 

  
 

 

  
 

 

 
  

 

 

 

  
 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 



 
   
   
   
   

   

 

  
    

  
      

 

 

 
  
  

 

  



 

 

 
 

 

  

  

 

 
 

  

    

 

 

 

  



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

     
 
 
 

     

 



 

 

 
  

 
     

 

   
  

 



    

   

 
 
 
 

 

 

   



            

 

 

 

 

 

 

   

 



 

  

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

    
 

 

 
 

 

         

  
     



 

 

  

   
   
   

 
   

 
    

  

   

 

 

  

 

 

  

 

   
      

 
   

 

    



 

    

      

      

 

    

 



    

  

 



 

 

  

   

  
    

  
   

   

 



 

 

  

 



 



  

 

 



 

 
 
 
 

      

 

  

  

        

  

    

   

 

  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



                                                                                  

                     
    

           
            

          
      

             

   
                  

        
               

                
          

   
    

                
   

             
                     

               

                        



 

   

  

  

 

 

 

      



 

 

    
          

 

        
  

 
 

 

 
  
  
  

      
       
       

      
       

 

 

 
 

 

  



 

 

 
 
 

 

  



    

 



 

 

 

 

 

 

  

 



   
        
       
        

 

 
 

  

 

 



 

 
 
 

  

 

  
  

  

 

 

 

 



   
        
       
        

 

 
 

  

 

 



健 康 保 険 診 療 報 酬 点 数 の 一 部 改 正

。初回再診加算の新設

。慢性疾患指導管理

5点

200点 (現行通 り)

“

)従来の慢性疾患に下記追加

帯状疱診

ベル麻痺

腎の感染

前立腺肥大

オステオポロージス

0 算定日の記載はしなくてよい

但し、第 1回 目の算定は初診の日から起算

算して 1ケ 月を経過した日以降に算定する。

o特定疾患治療管理

◎ 血友病等の自己注射導入

◎ ジキタリス急速飽和の評価新設

◎ 小児特定疾患カウンセリング新設

但し小児科を標榜する医療機関であること

小児科担当医師が行なった場合算定内科・

小児科標榜する医療機関では、二人以上の

医師がいて小児科担当の医師が行なった場

合算定できる。

。理学療法

消炎、鎮痛を目的とする理学療法  30点

“

)マ ッサージ等の手技による療法

あんま、マ ッサージ、指圧等

lEll 器具等による療法

電気療法、赤外線、熱気浴、ホットパック等

“

),lr31同 時に行なった場合  35点

“

)だ け又は0だけ行なった場合  30点

老 人 保 健診 療報 酬 点数

。生活指導管理料  220点
(1)慢性疾患指導料 (200点)廃止

(2)従来の慢性疾患に下記疾患を追加

帯状疱疹、ベル麻痺、腎感染、前立腺肥大

オステオポロージス

(3)医師の指導に基 き、同時に栄養士が具体的

献立によって指導を行なった場合は所定点数

に 20点加算 される。

(4)電 話再診時には加算できない。

(5)入院中の患者及び退院の日から 1ケ 月以内

は算定できない (入院時医学管理料に含まれ

る )

16}算定 日の記載はしな くてよい。

。入 院 料

入院時医学管理料  4区分より6区分へ。

注射料点数

1日 分注射料、従来の 550cの川JS50 0CC

以上に変更

。退院時指導料  (1回 につき)100点 (甲・乙 )

O退院患者継続看護指導料

(1回 につき)100′点 (甲・乙)

転医先の医療機関で行なった場合 も算定でき

る (退院時医療機関との連絡により他の医療

■ll関 の医師が診察に基 き行なった場合 )

。老人デイ・ケア (1日 につき)100点
都道府県知事が認める医療機関

1回 4時間を標準 とするので食事を給与 した

時は所定点数に 40点加算する。

老人の収容比率が著 しく高い病院又は病棟
に収容 され てい る者 に係 る診療料 の特例

5的三4月 1日 より実施されるので、 これに

関しては日本医師会の参考資料P29～ 30

を御覧下 さい。

以上、御質問は東京都医師会保険部又は西

多摩医師会保険部にお問合わせ下さい。

なお、請求明細書、請求書についてはきま

り次第、御通知申し上げ ます。

(保険部 )

。電話再診での加算

カロ

`章

■[き る カロ算できない




